
草加市役所 保育課

ぼっくるん
そうか子育て応援・情報サイト

「ぼっくるん」キャラクター

令和６年４月から

幼稚園や保育所等に入園したい方へ





草加市の保育状況
（平成２７（2015）年 と 令和５（2023）年４月１日 比較）

1資料

【令和５(2023)年度】

０～５歳の人口……9,951人［2,167人減］

保育所等の数

公立保育園……19施設（1分園含む）

私立保育園……21施設（2分園含む）[6施設増］

地域型保育……27施設［23施設増］

認定こども園… 2 施設［1施設増］

私立幼稚園……15施設［1施設減］

待機児童数

国基準待機数…21人［105人減］（1歳児に21人）

入園保留児数…415人［40人増］

空き状況

０歳児… 60人
１歳児… 0人
２歳児… 8人
３歳児… 28人
４歳児… 33人
５歳児… 86人

【平成２７(2015)年度】
新制度の始まり

０～５歳の人口……12,118人

保育所等の数

公立保育園……19施設（1分園含む）

私立保育園……15施設（1分園含む）

地域型保育…… 4 施設

認定こども園… 1 施設

私立幼稚園……16施設

待機児童数

国基準待機数… 126人
［内訳］０歳児… 7 人

１歳児…66人
２歳児…36人
３歳児…14人
４歳児… 1 人

５歳児… 2 人

入園保留児数… 375人

空き状況

公表なし



預けられる施設は︖
⼦育て施設いろいろ

０歳または１歳～就学前の乳幼児を

保育する施設。

２歳児クラスまでの施設は２歳児クラス終了後、

他園へ移園となります。

私立( 21 園 )
・各園で保育方針が

違います。

公立( 19 園 )
・先生は草加市の職員です。

・はだし保育をしています。

・延長保育のある園とない

園があります。

※みのべ幼稚園・草加みどり幼稚園 は

子ども・子育て新制度移行の幼稚園です。

別資料②
その他の子育て施設

参照

（９施設）
県や市に設置届を出して

いる、認可を受けていない

保育施設。

（認可外保育所や

事業所内保育所）

・ファミリーサポートセンター

・一時預かり保育施設 など

保育所等

保育園

保育を必要とする（普段家庭で保育が

できない）子どもを預かる県や市の認可を

受けた施設。

・申込み･受付、入園選考は保育課で行います。

・基本の保育料は各園すべて同じですが、雑費

（持ち物等）が違います。

幼稚園等

年少～就学前の幼児の教育を行う教育施設。

・申込み･受付は各園で行います。

・入園決定は各園で行い入園基準は各園で異な

ります。

私立( 15 園 ）
・入園前の子どもが通うプレ幼稚園を実施して

いる園があります。

・満３歳で入園できる幼稚園もあります。

・保育終了後に預かり保育を実施しています。

幼稚園

幼稚園と保育園の機能をあわせ持つ、

０歳～就学前の乳幼児を保育・教育する施設。

私立（２園）
・入園金や制服等、入園時に費用が

かかります。

・保育･教育方針が各園で違います。

幼稚園部分
・３歳から入園できます。

保育部分
・生後６か月から入園できます。

・３歳以上からは教育も行い

ます。

認定こども園

認可外保育施設 その他
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０～２歳児までの乳幼児を保育する施設。

地域型保育

私立（27 施設）
入所期間（２歳児クラス）満了後は、連携先

の幼稚園に優先的に入園できます。保育園を

希望する場合は申込みが必要です。



各園や保育課に利用申込みをし、必要に応じて給付認定（※認定）を受けます。

（利用する施設によっては認定を受けずに利用することも可能ですが、無償化の

対象にはなりません。）

※認定とは、保育が必要であることや幼児教育・保育の無償化の対象者である

ことを認めることです。

認定の種類は次の６種類があります。

施設を使うには︖
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１号 認定
認定こども園の幼稚園部分と子ども・子育て新制度の幼稚園に通う
子ども

２号 認定
保育の必要性が認められた３歳児～５歳児で認可保育園や認定こど
も園の保育部分を希望する子ども

３号 認定
保育の必要性が認められた０歳児～２歳児で認可保育園や認定こど
も園の保育部分、地域型保育を希望する子ども

新１号 認定 私立幼稚園に通う保育の必要性のない満３歳入園と年少～年長

新２号 認定

私立幼稚園に通い保育の必要性がある年少～年長⇒預かり保育無
償化の対象
認可外保育施設を使う保育の必要性がある３歳児～５歳児⇒無償化
の対象

新３号 認定

私立幼稚園に通い保育の必要性がある非課税世帯の満３歳入園
⇒幼稚園の預かり保育が無償化の対象
認可外保育施設を使う保育の必要性がある非課税世帯の０歳児～２
歳児⇒無償化対象



保育所等と幼稚園の違い
（１）

保育所等(保育園・認定こども園(保育園部分)・地域型保育)は

保育を必要とする要件を満たした方の子どもが通う

児童福祉施設

「保育を必要とする」認定が絶対必要

２号認定（満３～５歳）
３号認定（ ０～２歳）

保育を必要とする事由

①就労 ②求職活動 ③就労内定 ④妊娠・出産
⑤病気・障がい ⑥介護・看護 ⑦災害 ⑧就学 など
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保育所等と幼稚園の違い
（２）

保育の時間は？

保育所等…原則８時間/日以上
（保育日数に制限なし）

幼稚園…
標準４時間/日で年間３９週以上

働くなら保育園じゃないと無理？

①保育所等に預ける ②幼稚園で｢預かり保育｣を利用

幼児教育・保育の無償化で預かり保育等にも補助

月４８時間以上の勤務など保育の必要性を認められた幼稚園の
利用者（新２号認定・新３号認定）１日４５０円×幼稚園預かり保育利
用日数分は補助
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保育所等と幼稚園の違い
（３）

保育所等(保育園･認定こども園(保育園部分)･地域型保育)
の入園手続き

・１０月上旬…「令和６年度 保育所等入園案内」配布開始
・１１月中旬…令和６年４月入園の一斉受付を実施（中央公民館or郵送）
・１２月上旬…令和６年４月入園の２次受付（保育課窓口）
・ ２月上旬…一斉受付分の結果通知（２次は３月上旬頃）

※入園申込みと一緒に、認定申請（２号or３号）をしてもらいます。保育
の必要性が認められる【給付認定証】が送付されても、保育所等への
入園を決定するものではありません。

幼稚園・認定こども園（幼稚園部分）

の入園手続き

・各園で見学会等の実施
・１０月１５日…入園願書などの配布
・入園説明会などを各園で実施
・１１月１日～…受付及び選考の開始

幼稚園の入園手続きについては、
各園で行うので、日程などの詳細
は必ず各園に確認してください。

※無償化実施後は、入園の申込みと一緒に認定申請（新１号or新２号
or新３号）が必要です。

3（3）資料



保育所等と幼稚園の違い
（４）

保育所等 幼稚園等

施設の
種類は？

児童福祉施設
（保育を必要とする事由が必要）

学校教育施設

給食は？ 義務 ⇒ 草加市は自園調理が原則 任意 ⇒ 給食やお弁当

保育料は？ 所得に応じて市が設定
（低年齢児の方が保育料の設定が高い）

新制度の認定こども園と幼稚園は
市が設定

それ以外は各幼稚園が設定

保育料の
減額は？

・所得や家庭状況による減額
（第２子の半額、第３子の免除など）

・３歳児クラス以上は無償化

無償化⇒月額上限25,700円まで無償
（入園した満３歳児以上が対象）

通園日は？ 保育を必要とする日が基本 月曜日～金曜日が基本

先生は？ 保育士が基本 幼稚園教諭が基本

※保育所等や幼稚園等の基本的な違い以外に、特に私立保育園等や幼稚園等は
各園ごとに方針や行事、持ち物などにそれぞれの特徴があります。事前に情報
提供シートや施設の見学などをとおして希望施設を決めることをお勧めします。
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4資料保育所等入園申込（簡易ガイド）

１．入園案内を手に入れる

今年度途中の入園案内【保育課またはＨＰ】

次年度４月入園案内【保育課またはＨＰ、各保育園】

★次年度４月入園の入園案内は１０月上旬頃配布なので、それまでは今年度版を参照

２．保育所等の情報収集をする

・草加市子育て応援・情報サイト「ぼっくるん」を見る。

・情報提供シート（市ＨＰや保育課窓口にて）で保育所等の方針・行事・料金などを比較検討。

・保育課の窓口で相談する。

・希望園がしぼれたら見学をする⇒園の雰囲気や子どもたちの様子が自分に合うかを確認。

（※見学は施設に直接連絡。見学は必須ではない。）

３．申込みに必要な書類等を用意する

（１）草加市保育所等入園申込書

※「入園を希望する保育所等」の欄には通える範囲内で、通わせたい（通わせてもかまわない）

保育所等を記入。入園年齢・場所・預かり時間などをしっかり確認

（２）保育所等の申込みに関する同意書【入園の選考や保育料、入園の要件などについて大切な同意書】

・署名（押印）が必要⇒内容をよく理解して記入すること。

（３）確認票【家庭状況の確認、入園の選考に反映される書類等の確認などについての大切な確認票】

・署名（押印）が必要⇒内容をよく理解して記入すること。

（４）児童記録票…出生時の状況、健康診断・予防接種、発達や病歴など、子どもの様子を記入

（５）子どものための教育・保育給付認定申請書…2号または３号の認定を受けるための申請書。

（６）父母及び祖父母等同居者が保育できないことを証明する書類

・保育を必要とすることが証明できる書類は、状況によって提出書類が違います。

► 就労……就労証明書（自営等の場合には追加で確定申告書の控えのコピー等が必要）

► 就労予定……入園に関する誓約書⇒入園後２か月以内に就労を開始し就労証明書を提出条件

► 就労内定……採用内定証明書⇒入園後１か月以内に就労を開始し就労証明書を提出条件

► 妊娠・出産……母子健康手帳

► 病気・障がい……診断書や障害者手帳

► 介護（看護）……被介護（看護）者の診断書や障害者手帳＋「介護・看護状況申告書」

► 学生……在学証明書及び時間割表等

※二世帯住宅の場合…建物内で行き来することができないことが分かる住宅の図面

（７）保育料の算定に係る税関係の書類

・前年１月１日に草加市民でなかった人…前年度市県民税の課税（非課税）証明書

・本年１月１日に草加市民でなかった人…本年度市県民税の課税（非課税）証明書

（８）該当者のみ必要な書類

●指数表の加算・減算に関わるもの

・母子父子世帯…ひとり親家庭等医療受給者証、児童扶養手当証明書、戸籍謄本など

・現職３年未満で前職との間が１か月以内…前職の在職証明書等（就職と退職の日が分かる書類）

・求職・就労内定で申込５か月以内に６か月以上就労⇒前職の在職証明書等（就職と退職の日が分かる書類）

・同居の同一世帯に身体障害者手帳、療育手帳、精神障害保健福祉手帳保持者…手帳のコピー

・父母のひとりが長期不在…不在の理由・期間を証明できるもの。

・生活保護受給世帯…生活保護受給者証コピー

・申込児童を認可外保育施設等に２か月以上（月16日以上･1日4時間以上）有料で預けている…在園証明書

該
当
す
る
項
目
で

希望園は多い方が
入園の可能性は高まる

児
童
一
人
に
つ
き

下記以外の書類が必要になる場合があります。
入園案内を必ず確認してください。



●指数表に関わらない（保育料に関わるもの）

・申込児童の兄姉が幼稚園・児童発達支援施設等に同時期に在園…在園証明書・草加市保育

料等算定資料届出書

・申込児童が第３子以降であって、０～２歳児クラスに該当…草加市多子世帯保育料軽減申請書

★ 重 要 ★

１．入園の選考は、提出書類に基づき、入園案内にある「草加市保育実施基準表」及び「調整指数表」

で指数化し指数の高い家庭から順に第１希望園から入園を決定。入園したい園順に第１希望から

記入する。（園の希望順位は入園し易さには関係ありません。）

２．申込受付順は選考に影響しない。（先着順ではありません。）

３．入園保留でも「支給認定証」が同封されて届く⇒給付認定は保育園入園決定ではありません。

４．入園保留の場合の通知は申込後１度のみ。選考は年度内継続。

５．入園承諾後でも、書類に事実の相違や健康診断・面接で集団保育が困難と判断された場合は、入園

承諾を取消すことがあります。

４．申込みをする

【４月入園は】期間中に郵送または会場どちらかで申込み

・一斉(1次)受付（郵送）…１０月中旬～１１月上旬：特定記録郵便で送付⇒結果通知は２月上旬

・一斉(1次)受付（会場）…１１月中旬（４日間程度）：中央公民館１階⇒結果通知は２月上旬

・２次受付…一斉(1次)受付終了後～２月上旬：保育課⇒結果通知は３月上旬

★２次受付分は一斉受付の入園保留者と合わせて、空きの生じた施設のみ選考

【５月以降の入園は】

・入園希望月の前月１０日まで保育課窓口で受付（１０日が土日祝の場合は直前の平日まで）

・結果は入園希望月の前月２０日以降に通知を発送

５．保育時間は？

「保育標準時間」・「保育短時間」の区分決定は、保護者の希望・提出した保育を必要とする事由の

証明（就労証明書等）の書類を基に市が決定します。

【保育標準時間】⇒１日１１時間以内の保育利用が可能（それ以上は延長保育を利用する）

〔例〕月120時間以上の就労をしている方

【保育 短 時間】⇒１日 ８ 時間以内の保育利用が可能（それ以上は延長保育を利用する）

〔例〕月64時間以上120時間未満の就労をしている方

６．保育料は？

・保育料は父母等の市区町村民税額で決定し通知

４月～８月は、前年度の市区町村民税額（前々年１月～１２月の収入に応じた税額）

９月～３月は、本年度の市区町村民税額（前年１月～１２月の収入に応じた税額）

★世帯の構成（兄姉弟妹の状況、ひとり親世帯など）等で、「草加市保育料等算定資料届出書」や

「草加市多子世帯保育料軽減申請書」により申請が受理された場合は、保育料が減額になることが

あるので、申込時に確認が必要。

・３歳児クラスから５歳児クラス（２号認定）の保育料は無償化のため無料。



無償化の概要（１）
《私立幼稚園》

保育料

の

無償化

・月額上限２５,７００円まで無償化

・満３歳から無償化の対象（新１号認定）

預かり

保育の

無償化

・保育の必要性（新２号・新３号）の認定
が必要

・月額上限 まで無償化

給食費

(副食費)

の免除

・低所得世帯の副食費の免除
（月額上限４,５００円）

１１,３００円（新２号）
１６,３００円（新３号）
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無償化の概要（２）
《認定こども園(幼稚園部分)》

《新制度に移行した私立幼稚園》

保育料

の

無償化

・満３歳から無償化の対象（１号認定）

預かり

保育の

無償化

・１号認定とともに、保育の必要性（新２号・
新３号）の認定が必要

・月額上限 まで無償化

給食費

(副食費)

の免除

・低所得世帯の副食費の免除
（月額上限４,５００円）

１１,３００円（新２号）
１６,３００円（新３号）
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無償化の概要（３）
《保育所・認定こども園(保育部分)》

保育料

の

無償化

・３歳児から５歳児の保育料無償化

・３号認定は住民税非課税世帯が

無償化

給食費

(副食費)

・給食費（副食費）４,５００円を実費

徴収

・低所得世帯の副食費の免除

・主食は原則徴収なし
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無償化の概要（４）
《認可外保育施設等》

保育料

の

無償化

・保育の必要性の認定（新２号）を

受けた場合、月額上限３７,０００円

まで無償化

保育料

の

無償化

・住民税非課税世帯で、保育の必要

性の認定（新３号）を受けた場合、

月額上限４２,０００円まで無償化

３歳児～

５歳児

０歳児～

２歳児



知りたい時・相談したい時

保育所等
保育園

認定こども園
（保育部分）

地域型保育

・入園・手続き…保育課（☎922-1491）

・園の情報…►情報提供シート（配布…市ＨＰ・窓口・

子育て支援センター、閲覧冊子…窓口・子育て支援センター・

児童館・児童センター・つどいの広場）

►各園への問合せ（添付の保育所一覧参照）

幼稚園等
幼稚園

認定こども園
（幼稚園部分）

・入園・手続き…各園へ問合せ（添付の一覧参照）

・園の情報…►情報提供シート（配布…市ＨＰ・窓口・

プチみっけ・子育て支援センター、閲覧冊子…窓口・

子育て支援センター・児童館・児童センター・つどいの広場）

►各園への問合せ（添付の保育所一覧参照）

・幼児教育・保育の無償化…保育課（☎922-1491）

子育て

・自分で調べたい…そうか子育て応援・情報サ

イト「ぼっくるん」

・相談したい…「みっけ」（子育て支援センター）

「プチみっけ」（市役所本庁舎３階保育課隣接）

・子育てなんでもダイヤル（☎944-0621）
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